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要旨

本研究は沖縄県内の高等学校の発達障害の特徴を有する生徒（以下、生徒）に対する就労支援の

実態と課題を明らかにすることを目的とした。先に行った質問紙調査の回答の結果をより深く検証

するために、各学校の特別支援教育コーディネーター（以下、コーディネーター）に訪問面接調査

を行った。その結果コーディネーターの職務、時間的・精神的ゆとり、職員の理解・協力、生徒本

人・保護者の理解協力、進学と就労、事業所の理解・協力、特別支援学校との連携、生徒本人・保

護者の就労に対する意識、卒業後３年間のフォローアップ、入学前後の`情報の入手、診断書、実態

把握、コーディネーターや職員の対応、学習指導、特別支援教育導入による影響、高等学校進路担

当者への支援、行政等への要望と提案、に関する内容の中から、今後の課題が多数明らかとなった。

問題と目的 人といわれるニートの約1/4が発達障害を有してい

ると報告している。しかしながら、ニート対策のた

めに発足した若者サポートステーションによると、

実際にはもっと多く、診断は受けていないが、サポ

ートステーションに相談に来る人たちの70～８０％

は発達障害の疑いがあるのではないかといわれてい

る（梅永,2008）。

このような状況を考えても、発達障害児・者に対

して、教育現場には将来の職場を見据えた一連の支

援が必要とされている。なぜなら、障害のある人の

就業や社会参加を促進するためには、大局的に見れ

ば、学校からの新規学卒での就業移行に力を入れる

ことの方がとても効果的(田中,2006)だからである。

学習指導要領の基本理念は「生きる力」を育てる

ことにある。「生きる力」とは将来の職業や生活を

平成１７年４月には発達障害者支援法が施行され、

平成１９年４月から特別支援教育が始まった。これ

により法的に社会全体が一体となった発達障害児・

者に対する支援が求められるようになり、現在もそ

の体制整備の構築が進められているところである。

つまり社会全体が、発達障害のある人はどこにでも

存在する、という強いメッセージを受けとり、認識

し、行動に移さなければならないということである。

教育現場では、いわゆる「気になる児童・生徒」

の存在も明るみに出てきた。学校で起こる問題との

関連もあると思われる。それらと繋がることとして、

一般の職場においては適応困難な人たちの存在も明

らかになってきた。厚生労働省（2006）は、６２万

＊Kagamigaokaspecial-needsSchoolforthePhysicallyHandicapped
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これらの課題を検証するために先進的な実践等を

展開する高等学校への訪問面接調査を実施した。

見通して、社会において自立的に生きるために必要

とする力（中央教育審議会,2006）とも言える。よ

って「生きる力」からは「進路指導」そして「就労

支援」というようなキーワードも浮かび上がってく

るのではないか。

高等学校学習指導要領（文部科学省，1999）の総

則には進路指導の充実を図るために「生徒が自己の

在り方生き方を考え、主体的に進路を選択すること

ができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、

組織的な進路指導を行うこと。」と示されている。

つまり、進路指導を効果的に進めていくためには、

校内の組織体制を整備し、学校全体の教師が相互に

密接な連絡をとり、それぞれの役割・立場において

協力して指導に当たる必要があり、また、家庭や地

域社会、公共職業安定所をはじめとする関係機関と

の連携についても十分配慮していく必要がある（文

部科学省,1999）ということである。

しかし現在、高等学校で特に発達障害の特徴を有

する生徒に対しては「生きる力」を育てること、つ

まり上記に示されるような「進路指導」の－つであ

る「就労支援」がまだまだ整備されていない（近藤・

光真,2006）状況がある。

そのような中、高等学校の支援体制に関する実態

と課題を調査するため沖縄県全高等学校のコーディ

ネーターに対して、先に質問紙調査を実施した。質

問紙調査の結果分析（知念・田中,2010）から、沖

縄県の高等学校で発達障害の特徴を有する生徒に対

する就労支援をさらに推進するために、表１に挙げ

たような課題が明らかになった。

２方法

(1)対象

訪問面接調査の対象は、発達障害者の推計在籍率

が全曰制課程と比べて高いと言われている定時制・

通信制課程（特別支援教育の推進に関する調査研究

協力者会議高等学校ワーキング・グループ,2009）

を有する県内の県立高等学校８校の合計10課程す

べてに依頼した。また県教育庁がモデル校として推

薦した全日制課程の県立高等学校の２校（２課程）

にも研究協力の依頼をした。そのうち同意の得られ

た７校について訪問することとした。対象者は各校

のコーディネーター合計7名とした。

(2)手続き

調査期間は平成22年１～２月であった。訪問面

接調査の質問項目は表１を参照し、作成した。１回

あたり約1時間から１時間30分を目安に半構造化面

接法で実施した。許可を取った上でＭＤレコーダー

による録音記録を行い、後日録音反訳して分析資料

とした。

(3)質問項目

表２に訪問面接調査における質問項目を記した。

表２訪問面接調査の質問項目

フェイスシート

(1)性別と年齢と通算の教職経験年数（臨任期間

も含む）

(2)特別支援教育コーディネーター(以下コーディ

ネーター）としての経験年数

(3)コーディネーターとして対象としている全生

徒数

(4)身分

(5)職種

表１質問紙回答の結果分析から明らかになった

課題

コーディネーターとしての長期間の経験と専門性

の向上

･コーディネーターをはじめとした全職員の人的・

時間的ゆとり

･高等学校職員の発達障害の支援に関する理解・協

力の促進

･発達障害の受容をはじめとした生徒本人・保護者

の理解・協力の促進

･将来を見据えた早期からの定期的な就労支援

･事業所への理解・協力の促進

･特別支援学校による高等学校への積極的な支援に

よる連携

(1)コーディネーターには持ち回り制のような任

期期間に関する約束事はあるか

①（あったなら）それは何年か

②（あったなら）その任期期間であるという理由

は何か
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の特徴に配慮した就労支援の実施の有無について、

どう思うか

(2)コーディネーターを担当するために必要とさ

れる条件はあるか

(必要とされる条件とは例えば、性別・年齢・職種・

経験・専門性など）

①（あったなら）それはどのような条件か

②（あったなら）そのような条件を設定した理由

は何か

(7)事業所(就労先や実習先)との係わりについて

①生徒への就労支援において、事業所（就労先

や実習先）の理解・協力を得るのに困難な状

況があったなら、それはどのようなものだっ

たか

②生徒への就労支援において、事業所の理解・

協力を促進するためにはどうすればよいと思

うか

(3)「ゆとりがない」「手がまわらない」「多忙」「追

いついていない」「時間がとれない」という理

由で、発達障害の特徴を有すると思われる生徒（以

下生徒）への支援に支障をきたしているという

ような調査結果について

①この現状を解決するためにはどうすればよいと

思うか

②コーディネーターが兼務している校務にはどの

ようなものがあるか

(8)高等学校のコーディネーターは生徒への支援

に関して、近隣の特別支援学校のコーディネー

ターとの連携は必要だと思うか

①（思う場合）それはなぜか

②（思わない場合)、それはなぜか

(9)就労に対する意識について

①生徒本人や保護者の就労に対する意識はどうか

(4)「職員の意識が低い」「高校にいるはずがない

という概念が強い」「職員の理解が不十分」「拒否

反応がある」という理由で、生徒への支援に支

障をきたしているというような調査結果につい

て

①コーディネーターが生徒への支援に関して、

周りの職員の理解・協力を得るのに困難な状

況があったならそれはどのようなものだっ

たか

②生徒への支援に関して、周りの職員の理解・

協力を促進するためにはどうすればよいと思

うか

(１０）個別移行支援計画では卒業後3年間のフオ□

－アップが求められているが、それについては

必要性を感じるか

①(必要性を感じる場合)それはどのような理由

からか

②(必要性を感じない場合)それはどのような理

由からか

３結果と考察

(5)「保護者の理解が得られない」「保護者が公に

したがらない」「本人自身が発達障害だというこ

とを理解していない」「保護者も本人に伝えてい

ない」「専門機関への受診もない」「生徒・保護者

が発達障害であるという自覚がない」という理

由で、生徒への支援に支障をきたしているとい

うような調査結果について

①生徒への支援に関して、生徒本人や保護者の

理解・協力を得るのに困難な状況があったなら

それはどのようなものだったか

②生徒への支援に関して、生徒本人や保護者の

理解・協力を促進するためにはどうすればよ

いと思うか

以下の(1)～(11)については、表2の質問項目に沿

って結果をまとめた。（12）～（19）については、

半構造化面接法によりあらかじめ設定した質問以外

の回答がなされたため、それらを再分析してカテゴ

リー別にまとめた。

(1)対象者の属性

コーディネーターの男女比については男』性が42.9

％、女`性が57.1％であった。コーディネーターの平

均年齢については、男性35.0歳、女性470歳、全体

で41.0歳であった。コーディネーターの平均の通算

教職経験年数については、男性9.7年、女性20.5年、

全体で15.9年であった。

(6)生徒が「進学希望」である場合の、発達障害
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(2)コーディネーターの任期期間に関する約束事・

任期期間と理由

①回答結果の概要

コーディネーターの任期期間はほとんどが１～２

年という回答である。なかには「３年」という回答

もあるが、校務分掌の交代や全曰制・定時制課程間

の移動に連動して、コーディネーターの任期期間も

終了している例も見られる。一方、コーディネータ

ーの交代の話はない、とする高等学校もあった。

める意見があった。また校内のネットワークの構築

により仕事配分が必要、との意見や教材・教具の予

算的措置を求める声もあったい忙しさというよりも

職員の理解を得ることの方が大変だとするコーディ

ネーターもいた。他の仕事が忙しくコーディネータ

ーの職務をやっていない、という感想をもつコーデ

ィネーターもいた。

コーディネーターが兼務している仕事は教育相談

係が多く、その他、正副担任、生徒指導、生徒会、

部活動顧問、教務主任、教育課程係、環境整備、各

種委員会、教科の世話係があった。しかし実際コー

ディネーターは兼務であることに負担を感じている、

というような発言も多く聞かれた。

②考察

コーディネーターは他の校務分掌の交代・定時制

課程や全日制課程間の移動などと連動して任期が終

了している。つまり高等学校はコーディネーターの

任期を長期間の経験や専門性の向上を意識した配置

ができない状況があることが明らかとなった。

②考察

生徒が多く存在する場合、生徒の障害の程度が重

い場合、コーディネーターはなんらかの形で人的配

慮を求める傾向がある。さらにできれば専門家の支

援を求めている。またコーディネーターが校内ネッ

トワークによる仕事分担を望んでいる背景には、ま

だまだコーディネーター任せになっている印象を抱

いていることを示唆している。現在コーディネータ

ーは教育相談係を筆頭に他の分掌を兼務している。

それがコーディネーターの職務を十分にこなせてい

ない原因となっていることが明らかとなっている。

(3)コーディネーターを担当するための条件と理由

①回答結果の概要

条件・理由は特にない、が多い。教育相談係十担

任や養護教諭などが兼務する形がとられている。回

答から養護教諭にコーディネーターの職務を固定し

ようとするような動きのある高等学校もあった。

②考察

コーディネーターを担当するために経験や専門,性

などの条件設定がなされておらず、むしろ他の分掌

の後付け的な職務として位置づけていることが明ら

かとなった。高等学校はコーディネーターは他の分

掌の後付けでもこなしていける職務だという認識を

もっていることが示唆された。またコーディネータ

ーの職務を養護教諭へ固定するような動きのある高

等学校もあり、そのような`慣例を今後注視していか

なければならない。

(5)職員の理解・協力を得る際の困難な状況と職員

の理解・協力の促進法

①回答結果の概要

職員間で発達障害が少しずつ認知されてきている

と感じるコーディネーターがいた。また、生徒が職

員比で多く存在する場合は、コーディネーターは職

員の理解・協力を得られていると感じている。その

理由は多くの生徒が存在する学校は、職員は伝統的

に当たり前の対応としてそれを受け入れていて、理

解・協力が自然とできているということであった。

しかし回答からも分かるように、生徒を担当したこ

とがない職員の理解・協力を得ることはまだまだ難

しい状況がある。また生徒の支援に対して、具体的

な悩みも明らかとなった。例えば、生徒の成績評価

はどうするか、健常な生徒との対応の差はどうする

か、生徒の行動に対する許容範囲はどこまでか、特

別支援学校に通ったほうが良いのではないか、など

があり、生徒の対応に関しても職員間で差が生じて

いる。理解・協力を促進するための方法としては全

員が「研修会」を挙げていた。特に在籍する生徒の

(4)ゆとりのなさの解決法とコーディネーターが兼

務している校務

①回答結果の概要

人的配慮は必要ない、という意見があった。その

理由として、周りの健常な生徒にとってもノーマラ

イゼーションの考え方を経験してもらえること、ま

た生徒にとっても社会に出た時には一人で生きてい

かなくてはならないこと、などを挙げていた。しか

し生徒が多く存在する場合、生徒の障害の程度が重

い場合、人的配慮を求める声が多かった。ただの人

的配慮ではなく、専門家でスキルをもった職員を求
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事例検討会は実になっている。コーディネーターが

職員に伝えることが難しいので、優秀な専門家の講

話等で大勢の先生方を集め一斉に研修会を開いたほ

うがよいという意見もあった。また公式の場ではな

く「茶飲み場の話」では気軽に悩みを打ち明けられ

る場として、生徒に対する理解・協力を促進してい

ると感じている。またコーディネーターを比較的早

くから配置し、研修等で基盤を整えてきた学校の職

員の理解度・協力度は年々増してきて、支援体制が

改善されてきている。

ひとつ段階を踏みながら信頼関係を築くことが大切

だという意見があった。しかし、信頼関係を築こう

とする時点で苦慮する事例もあった。言葉で発達障

害とか躁鯵とか言うよりも、生徒が良い方向に変化

していくのを見せることが、親の理解・協力を得ら

れるという意見もあった。対象となる生徒・保護者

を括ることはできないので、ＰＴＡ総会の前後に勉

強会をもったり、人権教育の週間に年1回でも健常

な生徒たちにも考える機会を与えたら良いというア

イディアもあった。また同じ障害のある者同士の交

流や、学校からの丁寧な説明や知識の普及が必要だ

という意見もあった。発達障害に係る制度に関して、

発達障害でも不利にならず生徒本人や保護者の理解・

協力を促進できるような魅力的な制度に改革する必

要性を訴えるコーディネーターもいた。

②考察

職員の理解・協力は十分とは言えないが、特別支

援学校の勤務経験があったり、生徒を担当したこと

があると、理解・協力を得やすいことが明らかであ

る。理解・協力の促進法としては「研修会」が挙げ

られていたが、「研修会」の持ち方については実際

学校に在籍する生徒の「事例検討会」が有効である

ことが示唆されている。また「事例検討会」以前に、

普段から職員同士で生徒の対応等について気軽に悩

みを打ち明けあったり、相談しあったりできる雰囲

気が理解・協力促進の一助となっていることも示唆

されている。生徒への対応について具体的な’悩みも

聞かれるが、そのほとんどが特別支援教育の普及に

伴って起こるものである。よって普及に伴い今後ま

すます増えていくことが予測される。

②考察

生徒本人・保護者の理解・協力が乏しい場合、コ

ーディネーターは最も難しい場面に直面することが

明らかとなった。生徒本人・保護者との信頼関係構

築は学校では鉄則ではあるが、ここに「発達障害」

が関わってくると困難を極める現状が浮き彫りとな

っている。同時に生徒本人・保護者の理解・協力の

促進のためには、生徒本人・保護者との個別の継続

的な関わりが有効であることが示唆されている。さ

らにコーディネーターは周りの生徒・保護者等の理

解・協力の促進の重要性も感じており、このことは

今後の課題である。またコーディネーターが発達障

害に係る制度改革を求めていることから、教育現場

での対応に限界を感じていることが伺われる。

(6)生徒本人や保護者の理解・協力を得る際の困難

な状況と生徒本人や保護者の理解・協力の促進法

①回答結果の概要

コーディネーターが最も苦労している場面のよう

であり、高等学校に入学してから、生徒本人・保護

者の理解・協力を得ることがいかに困難なことかが

語られている。例えば、社会に出ていく曰も差し迫

っており時間的制約も感じている、保護者は理解し

ているが世間体等の理由で前進できない、生徒が周

りに公にすることを拒んでいるため周りの理解・協

力が得られず学校生活に支障をきたす、レッテルを

張られたと勘違いしている、保護者自身が生徒と同

じような特徴を有している場合はさらに困難を極め

ている、などなど。だからコーディネーターとして

は生徒が小さい時からそれ相応の支援を受けてもら

って、生徒本人・保護者の理解・協力を促し、高等

学校で引き受けたいと希望している。生徒本人・保

護者の理解・協力を促進するためには、まずは面談

を繰り返したり、周りからの支援を受けさせ、－つ

(7)「進学希望｣である場合の発達障害の特徴に配

慮した就労支援の実施の有無について思うこと

①回答結果の概要

沖縄県全体としては発達障害の特徴に配慮した就

労支援に関してはそれほど重視をしていない、また

は必要性を感じていないという意見が聞かれた。し

かし定時制課程では常にアルバイトをするように指

導しているので、就労支援は常にやっていると思う、

という声があった。また就労支援の実施の有無につ

いては、はやすぎるかもしれない、という意見があ

ったが、必要性は感じる、やったほうがよいⅥなど

の意見が多かった。同時に、生徒の就労支援の実施

にあたって、ゆとりのなさや専門の係が存在しない

こと、また保護者の理解・協力を得られないなどの

理由でコーディネーターが障壁を感じていることが
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る状況がある。それは生徒が多く存在するため高等

学校は事業所の理解・協力の促進を必要に迫られて

行っているところがあるからだと考えられる。また

事業所との関係において職員内部の引き継ぎに支障

をきたしているため、社会全体における引き継ぎの

システム化を求める高等学校もあったが、これは事

業所との顔と顔との信頼関係を基盤としたつながり

を継続していくことの難しさを示唆している。

伝わってくるような声も聞かれた。

②考察

コーディネーターは沖縄県全体としては、特に生

徒が進学希望である場合、生徒の就労支援に関して

はそれほど重視ていない、または必要』性を感じてい

ない、という印象をもっている。しかし、就労支援

は常にやっている、就労支援は早すぎるかもしれな

い、必要』性は感じる、など、コーディネーターの就

労支援に対する意識や考え方にバラつき感があった。

これは生徒の就労支援に対するノウハウや基準が確

立されていないことを裏付けている。就労支援の実

施にあたって、ゆとりのなさや専門の係が存在しな

いこと、また保護者の理解・協力を得られないなど

の理由でコーディネーターが障壁を感じていること

が明らかとなっている。

(9)生徒の支援に関して、高等学校のコーディネー

ターと近隣の特別支援学校のコーディネーターとの

連携の必要性の有無

①回答結果の概要

連携を望んでいる声が多かった。また高等学校や

コーディネーターの置かれている状況によって、望

まれる連携の形が異なっている。電話一本で気軽に

支援を要求できる環境を望む学校もあれば、支援計

画に係ること、保護者との関わり方、教科での対応

法、就労支援についての連携・支援を求めるコーデ

ィネーターもいた。

(8)生徒の就労支援において事業所の理解・協力を

得る際の困難な状況と事業所の理解・協力の促進法

①回答結果の概要

困難な状況は特にないという意見が多かった。学

校によっては特定の事業所において伝統的にアルバ

イト等の支援をしている例もあり、そのような場合、

学校は事業所の理解・協力を得られていると感じて

いる。回答からもあるように事業所とのインターン

シップに関するやり取りで、ある程度のノウハウが

確立しているところもある。具体的には、インター

ンシップ１週間前に事業所と相談をしながらマッチ

ングを行う。担当の先生が口頭で、不安なことがあ

る部分でも細かく前もって手だてを事業所に先手先

手で伝える。発達障害と伝えて不安を与えず、特徴

をうまく丁寧に伝え、何かあれば電話一本で学校が

引き取ることを伝えて安心させる、というものであ

った。コーディネーターは以前と比べると事業所の

理解・協力は広がっていると感じている。しかし生

徒が、特にサービス業でのインターンシップを希望

した場合、事業所の理解・協力を得られにくいとい

う事例もあった。また事業所との関係において、職

員内部の引き継ぎに支障をきたしている事例があり、

社会全体における引き継ぎのシステム化を求める声

もあった。

②考察

高等学校やコーディネーターの置かれている状況

によって、望まれる連携の形が異なっているのは、

生徒の一般的支援や就労支援の実態や状況が高等学

校によって異なっていて、連携の形も多様性を持た

せる必要があることを示唆している。またコーディ

ネーターの専門性によっても求められる連携の形が

異なることも考えられる。

(10）生徒本人や保護者の就労に対する意識の有無

①回答結果の概要

コーディネーターは生徒本人・保護者の就労に対

する意識は低いものとして捉えているケースが多い。

その理由として、生徒は卒業するだけでも精一杯で

就労よりもまずは卒業、という雰囲気がある。また

保護者の経済問題や健康問題などの理由により就労

まで考えるゆとりがない、があった。その他のコー

ディネーターの回答としては、保護者は進学してほ

しいという意識があり就職する前に社会性を身につ

けてから就労だと思っている、どうせ仕事ができな

いから家で面倒みると覚悟を決めている親もいる、

本人も親も理解がないのであれば就労はするけれど、

自分は悪くない、と言って離職を繰り返すパターン

は多い、（就労よりも）学校は高校生活として過ご

させてほしいと（親は）思っている、発達障害があ

②考察

困難な状況は特にないという意見が多かった。訪

問面接調査では生徒が比較的多く存在する高等学校

を訪問しており、生徒が多く存在すればするほど、

高等学校は事業所のある一定の理解・協力を得てい
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るなしに関わらず生徒の希望と現実のギャプが大き

い、等があった。

②考察

多くの高等学校は入学時に中学校から発達障害に

関わる情報の入手を希望している。その理由として

学校は特別支援教育を意識するようになってきてい

て、早期に適切な対応をしたいと望んでいるからで

あると考えられる。しかし情報を入手しても取り扱

い方で保護者との間でトラブルなるケースもあるこ

とから、発達障害に係る'情報の保持の仕方について

も、まだまだ確立されていない面があることが考え

られる。

②考察

生徒本人・保護者の就労に対する意識は高くない

ことは明らかである。

その中でも、保護者の就労に対する意識や健康問

題・経済力、つまり－部家庭環境が生徒本人の意識

に影響を与えていることが考えられる。

(11）卒業後３年間のフォローアップの必要性の有無

①回答結果の概要

それぞれフォローアップという概念の捉え方の違

いはあるが、必要』性は感じつつも、学校で実施する

ことに大きな負担を感じている。その理由としては、

時間的または人数的なゆとりのないことが挙げられ

ていた。よってほとんどのコーディネーターは卒業

後は専門機関や地域で引き継いでほしいと希望して

いる。また、障害の有無とは関係なく本人に苦手な

ことがあり、解雇が懸念されるのであれば、卒業生

全員に対してフォローアップをすることも検討する

必要があるのではないか、という意見もあった。

(13）診断書

①回答結果の概要

診断書の有無は、職員の発達障害の対応に－部影

響を与えている。

例えば診断書の必要性を訴える理由として、診断

書がない場合、職員が共通理解を図ることができず、

学習指導や評価、行事等の対応にバラつきが生じて

しまう、またそれについて職員間でいろいろな意見

がでてきてまとまらない、ということであった。実

際、診断書があれば配慮の目が届きやすい状況があ

る、という声が聞かれた。診断書があるなしに関わ

らず、評価等でうまく対応している、または診断書

がなくても必要があれば職員は支援しようという心

構えがある、という学校もあった。

②考察

一般的にコーディネーターは卒業後のフォローア

ップを高等学校で実施することに大きな負担を感じ

ている。その背景には多忙感があることは明らかで

ある。また、障害の有無とは関係なく本人に苦手な

ことがあり、解雇が懸念されるのであれば、卒業生

全員に対してフオローアップをすることも検討する

必要があるのではないか、という意見から、障害の

ある生徒だけではなく、障害のない生徒でも就労支

援に多くの問題を抱えていることを示唆している。

②考察

診断書の有無は、職員の発達障害の対応に－部影

響を与えている。診断書がないと職員間でいろいろ

な意見が出てきて共通理解を図ることができず、学

習指導や評価、行事等の対応にバラつきが生じたり

することがあるというのが理由の一つとなっている。

このことから特別支援教育が導入されてまだ時間が

たっていないこともあり、高等学校は学校生活全般

における生徒の対応で試行錯誤している状況である

ことが考えられる。また高等学校によっては多少混

乱している状況も垣間見る事ができる。

(12）入学前後の情報の入手

①回答結果の概要

多くの高等学校は入学時に中学校から発達障害に

関わる情報を入手できていない。そのため情報が高

等学校に伝わるようなシステムを求める声が聞かれ

た。逆に必要に迫られて、中学校の職員から口頭で

の申し送りを受けている高等学校もあった。しかし

情報を入手できても保護者との間でトラブルになる

ケースも報告されており、』情報の取り扱い方にも苦

慮している。

(14）実態把握

①回答結果の概要

実態把握は、チェックシート、生徒・保護者との

面談、支援計画、’情報交換会等で行われている。し

かし例えばチェックシートでは、職員の認識の違い

により、チェックに差が出てくる場合もある。また

発達障害の傾向のあることが分かっていても、適応

していて特に問題を起こさない場合は、掘り返すこ
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とはせず、詳しい実態把握の対象とはしていない。

生まれつきの障害なのか、環境に影響されたものな

のか、判断に困惑しているケースもある。

ては、特別支援教育が発展していけば、その差も縮

まっていくものだと予測される。難しいケースはス

クールカウンセラーが対応しているとしているが、

週４時間で十分な時間を確保しているのかどうか今

後検証が必要である。特別支援教育の基盤を整えて

きた学校ではノウハウが蓄積されてきて対応方法も

少しずつ改善されてきているという印象を受ける。

このことから、他の高等学校も今後、対応方法が整

えられていくことが予測される。しかし高等学校に

よっては発達障害のある生徒よりも周辺にいる生徒

への対応に迫られている状況もあり、この場合発達

障害のある生徒の対応が手薄になっていることも考

えられ、今後の課題となっている。

②考察

高等学校は発達障害に関していろいろな方法で実

態把握を行おうとしている。しかし職員の認識の違

いにより、チェックに差が出てくる場合も報告され

ていることから、職員間の共通理解が不十分、ある

いは発達障害の特徴に関してまだまだ十分に浸透し

ていないことが考えられる。また発達障害の傾向の

あることが分かっていても、適応していて特に問題

を起こさない場合は、掘り返すことはせず、詳しい

実態把握の対象とはしていない、ということから、

今まで特別な配慮をしていなかったが、発達障害と

いう視点を得たことによって、かえって遠目で見守

って行こうという良い状況が生じてきていることと

考えられる。ただ、このことに関して積極的に支援

をすべきが、あるいはそっとしておくべきかなどな

ど、個別の支援に関して、コーディネーターは、今

後難しい選択を迫られる可能`性があることも考えら

れる。

(16）学習指導

①回答結果の概要

発達障害のある生徒の（テスト）問題のレベルに

おいて、教科制で動く高等学校では、問題のレベル

を下げられない事情があるとの訴えがあった。そこ

で実際は単位保留の場合でも、補習等で配慮してい

る。学習の評価の部分で職員同士の足並みがそろわ

ず、職員から不満が出てくる場合もある。また卒業

判定の件を懸念しているコーディネーターもいた。

(15）コーディネーターや職員の対応

①回答結果の概要

担任としての経験でそれなりに対処できていると

する一方、手探り状態であるとの訴えもあった。必

要にせまられて特別支援教育の基盤を整えてきた学

校もある。難しいケースではコーディネーターの代

わりに週４時間スクールカウンセラー（専門家）が

対応している事例もあった。発達障害のある生徒よ

りも周辺で問題を引き起こす生徒への対応が多いと

感じるコーディネーターがいた。また職員全員で対

応するのでそれほど負担を感じていないとするコー

ディネーターや、特別支援学校で経験している人が

入ってくるだけで支援が変わることを実感している

コーディネーターもいた。

②考察

発達障害のある生徒の（テスト）問題のレベルに

おいて、教科制で動く高等学校では問題のレベルを

下げられない、さらに学習の評価の部分で職員同士

の足並みがそろわず職員から不満が出てくる、とい

う訴えがあった。以上のことから、高等学校におけ

る生徒の学習指導やその評価に関しては担当や教科

に任されている部分があり、そのノウハウや基準が

まだまだ確立されていない現状がある。卒業判定の

件を懸念しているコーディネーターがいるのも、そ

の表れであると考えられる。

(17）特別支援教育導入による影響

①回答結果の概要

コーディネーターは精神的に大変なストレスを感

じている様子が伺える。

病休をとってしまうコーディネーターもいる。コ

ーディネーターという立場に立ったが上に、臨床心

理士のような専門家でも難しいとされるケースにも

直面している事例もある。また特別支援教育という

考え方が入ってきたために、管理者の対応にも変化

があり、それに不満を感じているコーディネーター

②考察

生徒への対応に関して、できている、手探り状態、

負担を感じない、などコーディネーターそれぞれで

認識の違いがある。それは学校ごとに生徒の状態が

異なっていることも理由として考えられる。その他

に生徒への対応に関するノウハウの蓄積に対する検

証ができていないことも考えられるのではないだろ

うか。しかしコーディネーターの認識の違いについ
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もいた。例えば管理者は退学に関して学校の内規に

は従わず、特別支援教育対象の生徒だから退学にし

ないという事例もある。その他、支援カルテ自体が

個別の支援計画に近付いてきているという報告があ

った。

あると考えられる。授産施設にジョブサポーター的

な役割を担ってもらったり、過去に卒業生を受け入

れたことがある会社でアルバイトをさせそのまま採

用してもらったり、インターンシップでは発達障害

とは伝えず特徴を伝えできることできないことを明

確にしうまく受け入れてもらっている、など学校の

実態や状況によって高等学校独自の就労支援を行っ

ている状況が伺われる。発達障害という視点をもっ

た高等学校はそれなりに創意工夫をして就労支援を

行ってきていると考えられる。しかしインターンシ

ップで引き受け先を決定するのに苦労する事例や学

校での就労支援の担当者が少なく発達障害のある生

徒のための職場開拓に支障をきたしている、地域に

よってはネットワークや就職先がない、定時制では

４～５割程度は仕事をしていないなど、高等学校は

それぞれの課題も抱えている。特別支援学校のコー

ディネーターにアドバイザー的役割を担ってもらい

たいと希望するコーディネーターもいることから、

発達障害の就労支援に関して高等学校は外部から多

くの支援を求めていることが示唆された。

②考察

特別支援教育が導入されたことにより、コーディ

ネーターが精神的なストレスを抱え始めてきている

ことが示唆されている。なぜなら回答で多｣忙感T生

徒本人・保護者の対応の難しさ、特別支援教育に関

する周りの職員との認識のギャップ、などが挙げら

れているからである。また、支援カルテ自体が個別

の支援計画に近付いてきているということに関して

は、今後注視していかなくてはならない。

(18）就労支援の現状

①回答結果の概要

就労支援に関しては、県から派遣されたキャリア

サポーターやジョブサポーターが一定の成果をあげ

ているというような声が聞かれた。キャリアサポー

ターやジョブサポーターは履歴書の書き方や面接の

受け方、ハローワークの利用の仕方など、就労支援

全般に関して支援している。また授産施設がジョブ

サポーター的な役割をしているという報告もあった。

ある学校では就労への導き方として、過去に卒業生

を受け入れたことがある会社でアルバイトをさせ、

そのまま採用してもらうという事例があった。イン

ターンシップを行う際、発達障害とは伝えず、特徴

を伝え、できることできないことを明確にし、うま

く受け入れてもらっている学校もあった。しかし同

じインターンシップでも、引き受け先を決定するの

に苦労する例もあった。学校での就労支援の担当者

が少なく発達障害のある生徒のための職場開拓に支

障をきたしている。地域によってはネットワークや

就職先がないところもある。定時制では仕事をする

ことが前提となっているが、４～５割程度は仕事を

していないという報告もあった。特別支援学校のコ

ーディネーターには、保護者に対して手帳取得の勧

めなどの、専門家としてのアドバイザー的役割を担

ってもらいたいと希望するコーディネーターもいた。

<19）行政等への要望と提案

①回答結果の概要

頭ごなしではなく現場の声を聞いてほしい、文科

省の指示ばかりに従うのではなく沖縄県のやり方で

やってほしい、人材バンクの情報提供を行政主導で

してほしい、学校と地域のパイプ役の人材がほしい、

特別支援のノウハウをもった人的配置をしてほしい、

予算措置をお願いしたい、少人数教育ができるよう

な人的配置をお願いしたい、現場の多忙感を分かっ

てほしい、高等学校の機能と高等特別支援学校の機

能をもった発達障害のある生徒を受け入れるための

特別な学校を設置してほしい、地域連絡協議会はフ

ットワークを軽くしてほしい、職業高校の中に生徒

たちが行きやすい学校を増やしてほしい、分教室を

作るならもっと設備を整えてほしい、コーディネー

ターは単独でおいてほしい、等があった。

②考察

行政等への要望では、コーディネーターが抱える

課題が集約されていると考える事ができる。頭ごな

しではなく現場の声を聞いてほしい、文科省の指示

ばかりに従うのではなく沖縄県のやり方でやってほ

しい、という要望からは現場で動いているコーディ

ネーターにとっては行政からの指示に対して違和感

を感じていることが伺われる。人材バンクの`情報提

②考察

就労支援に関して専門の係を置いている高等学校

はない中で、県から派遣されたキャリアサポーター

やジョブサポーターのバックアップはとても重要で
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供を行政主導でしてほしい、学校と地域のパイプ役

の人材がほしい、という要望からは高等学校は生徒

の就労支援に関して外部からの支援を求めているこ

とが考えられる。特別支援のノウハウをもった人的

配置をしてほしい、という要望からは高等学校では

特別支援教育に関して専門性が必要であることを実

感していることが伺われる。予算措置をお願いした

い、という要望からは特別支援教育を推進するにあ

たっては教材や施設整備、さらには人的配置などの

配慮が必要であることを望んでいることが考えられ

る。少人数教育ができるような人的配置をお願いし

たい、コーディネーターは単独でおいてほしい、現

場の多忙感を分かってほしい、という要望からはた

だでさえ｣忙しい高等学校において特別支援教育を推

進するにあたっては人数的配慮によって多'忙感を少

しでも減らし、生徒一人ひとりと多くの時間を向き

合わなくてはならないという訴えを感じる事ができ

る。特別支援学校の機能と高等特別支援学校の機能

をもった発達障害のある生徒を受け入れるための特

別な学校を設置してほしい、職業高校の中に生徒た

ちが行きやすい学校を増やしてほしい、分教室を作

るならもっと設備を整えてほしい、という要望から

は生徒の一般的支援や就労支援においてはソフト面

やハード面における支援が欠かせないという実感が

あるものだと考えられる。地域連絡協議会はフット

ワークを軽くしてほしい、という要望からは高等学

校の緊急事態における外部からの支援の必要性を求

めているものと考えられる。

した理解・協力は不可欠である。

（４）生徒本人・保護者の理解・協力を促進しなけ

ればならない。そのためには発達障害に係る制

度の改革も今後検討する必要がある。

（５）進学希望でも生徒の特徴に配慮した就労支援

を実施しなければならない。そのためには就労

支援に対するノウハウや基準の確立を進めなけ

ればならない。

（６）高等学校は事業所との関係において顔と顔と

の信頼関係を基盤としたつながりを継続してい

く必要がある。

（７）特別支援学校コーディネーターと高等学校コ

ーディネーターの連携の形は多様性を持たせる

必要がある。

（８）生徒本人・保護者の就労に対する意識啓発を

行う必要がある。

（９）発達障害の有無とは関係なく支援の必要な卒

業生に対してはフォローアップの慣習を広げて

いく必要がある。

(10）沖縄県全体で特に中学校側から必要な支援に

ついての`情報が高等学校に伝わるようなシステ

ムが必要である。情報を入手しても取り扱い方

で保護者との間でトラブルにならないように、

その情報の保持の仕方についても、今後研究し

ていく必要がある。

(11）高等学校は診断書の有無に左右されない支援

を進めて行く必要がある。

(12）実態把握においては、職員間の共通理解や発

達障害に関する知識の浸透を進めていく必要が

ある。また発達障害の傾向のあることが分かっ

ていても、適応していて特に問題を起こさない

場合、積極的に支援をすべきか、あるいはそっ

としておくべきかなどなど、個別の支援の必要

性の有無に関して、今後研究を進める必要がある。

(13）生徒への対応に関してそのノウハウの蓄積に

対する検証を進めていく必要がある。また高等

学校によっては発達障害のある生徒よりも周辺

にいる生徒への対応に迫られている状況もある

ことから、発達障害のある生徒への対応が手薄

になっていないか、今後検証を重ねる必要がある。

(14）高等学校における生徒の学習指導や評価に関

して、そのノウハウや基準について今後研究し

て行く必要がある。

(15）特別支援教育が導入されたことによる、コー

ディネーターの精神的なストレスを今後軽減し

ていく必要がある。

４まとめ

昨年実施した質問紙調査の結果（知念・田中,2010）

で明らかになった７つの課題を解決するための方策

を講じるため、先進的な実践等を展開する高等学校

への訪問面接調査を行った。訪問面接調査回答の結

果から、沖縄県の高等学校で発達障害の特徴を有す

る生徒に対する就労支援の実態と課題が明らかとな

った。それらを以下に記す。

（１）コーディネーターの職務については長期間の

経験や専門性の獲得に配慮した配置が必要である。

（２）特別支援教育を推進していくためには、コー

ディネーター職は専属とし、時間的ゆとり・精

神的ゆとりに配慮する必要がある。

（３）特別支援教育が普及するに伴いますます多様

化してくる課題に対応するためにも職員の一致
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(16）発達障害の就労支援に関して関係機関と連携

した支援を高等学校へ行う必要がある。

(17）文部科学省と厚生労働省は連携をさらに深め

ていくことが必要であり、県教育委員会は沖縄

県の生徒の一般的支援や就労支援の課題の改善

に向けて今後研究して行く必要がある。

発達障害に係る効果的な就労支援を行うためには、

一般的支援の基盤の改善が必要である。上記はそれ

を念頭にまとめものである。今後はこれらの課題を

解決するための方策を講じるため関係諸機関の意思

を－つに、共に取り組んでいく必要があるだろう。
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